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仕様書 

 

 この仕様書は、朝倉市（以下「発注者」という。）が発注する下記の業務に関して、受注者が当該業務を

履行するために必要な事項を定めるものとする。 

 

１ 趣旨 

朝倉市内及び近隣高校生に対する「就職」の意識づけ及び朝倉市内企業の魅力を紹介するため、

高校生向けキャリアガイダンス説明会の開催並びに朝倉市内企業のしごと紹介動画及びパンフレット

を作製するもの。 

事業実施により、朝倉市内及び近隣高校生の地元への雇用促進及び朝倉市内企業の人材確保を

図る。 

 

２ 業務名 

高校生向けキャリアガイダンス説明会及びしごと紹介動画・パンフレット作製業務委託（以下、「本業 

務」という。） 

 

３ 委託期間 

契約締結日から令和８年３月３１日まで 

  

４ 業務内容 

発注者と協議のうえ、以下の業務を実施すること。 

（１） 高校生向けキャリアガイダンス説明会（以下「説明会」という。）の開催・運営 

ア 開催時期 

令和７年１２月１６日（火） 

イ 開催場所 

朝倉市多目的施設・原鶴振興センター サンライズ杷木 大ホール 

        （朝倉市杷木久喜宮１６８５番地、０９４６－６２－０２１２） 

ウ 参加予定者 

        朝倉市内及び近隣高等学校の２年生及び１年生（最大６校、４００名）。別紙を参照のこと。 

        高校及び高校生の募集は発注者が行う。 

エ 参加企業等 

        朝倉市に事業所または就業場所を有する企業等（最大３５社）。 

        企業等の募集は受注者が行うこと。 

オ 説明会当日の会場準備及び後片付け 

        当日の会場準備及び後片付けは受注者にて実施すること。 

        大ホールについては、当日の使用前にシートを敷設すること、また使用後はシート片付けを含

め使用前の状態にすること。 

カ 運営及び参加者送迎の手配 

        当日の運営全般は受注者にて実施すること。 

        参加者についてはバス等での送迎を予定しているため、受注者にてバス等を手配すること（最

大６校(ただし、２校は１台に同乗予定)、４００名）。別紙を参照のこと。 

キ 開催日までの参加予定者及び参加企業等へのフォロー 

① 参加予定者に対し、参加マナー等を事前に周知すること。 

② 参加企業等に対し、高校生の就職活動におけるルール等を十分に説明し、説明会が円滑に実
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施できるよう丁寧なフォローを行うこと。 

③ その他、参加予定者及び参加企業等に対し、必要なフォローを発注者と協議のうえ、実施するこ

と。 

ク アンケートの作成、集計及び報告 

        発注者と協議のうえ、参加者及び参加企業等に対しアンケート実施し、令和８年１月１６日（金）

までに報告すること。 

（２） しごと紹介動画・パンフレット作製 

ア しごと紹介動画作製 

朝倉市に事業所または就業場所を有する企業等１０社のしごと紹介動画及び説明会当日の動

画を作製すること。動画作製に必要な機材等は受注者にて準備すること。 

        企業等の募集は受注者が行うこと。 

発注者と協議のうえ、３分から５分の動画に編集すること。 

イ パンフレット作製 

発注者と協議のうえ、ＱＲコード付きパンフレットを作製すること（最大５００部）。 

ウ 納品場所及び期限 

納品場所は朝倉市商工観光課とし、その期限は令和８年１月１６日（金）とする。 

エ 権利関係 

本業務の成果品に関する全ての権利は朝倉市に帰属するものとし、その権利及び編集、複製

は朝倉市において行うことができるものとする。 

第三者が権利を有している画像等を使用する場合は、事前に権利者により２次利用を含めた使

用の許諾及び事後においても権利の主張を行わない旨の許諾を得ること。また、使用許諾にかか

る手続き及び費用負担は受注者が行うこと。 

著作権、肖像権に関する紛争が生じた場合は、受注者の責任において対応するものとする。 

納品後１年以内に成果品に瑕疵が見つかった場合は、受託者は速やかに無償で是正するこ

と。 

 

５ 業務実施にあたっての留意事項 

ア 個人情報の適正管理 

        業務上知り得た秘密及び本事業により得られた個人情報等を他に漏らさぬよう適切な情報管理

を実施すること。また、受注者は個人情報の管理の仕方について、発注者に書面にて報告するこ

と。この業務が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

イ 法令遵守等 

        受注者は、事業実施にあたり、この仕様書のほか、関係法令を遵守すること。 

ウ その他 

        本仕様書に記載されている項目以外でも、事業効果を高めると想定されるアイデアは発注者と

協議のうえ、実施すること。 

この仕様書に疑義が生じたとき、または定めのない事項や細部の業務内容については、その都

度、発注者と協議を行い決定すること。 

 

６ 担当部署 

〒838-1398 福岡県朝倉市宮野２０４６番地１ 

   朝倉市役所朝倉支所 商工観光課 商工労働係 

電話番号：０９４６-２８-７８６２ 

ＦＡＸ番号：０９４６-５２-１５１０ 

メールアドレス：syoukou@city.asakura.lg.jp 


